
 
 

 
 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

国土交通省と水産庁では昭和３２年から船員災害及び疾病の防止を目的とし、毎

年９月の１か月に、全国規模で船員労働安全衛生月間を掲げ、本年度で６７回目を

迎えます。 

 

東北運輸局石巻海事事務所と船員災害防止協会東北支部石巻地区支部では、上記

月間活動の一環として、管内（主に石巻市・東松島市・女川町）の船舶所有者とそ

の所属船員を対象に下記の通り「船員労働安全衛生講習会」を開催します。 

  

 

記 

１．日時  令和５年７月１９日（水） １３：３０～１５：３０ 

 

２．場所  石巻水産総合振興センター 大会議室 （石巻市魚町２－１２－３） 

 

３．講義 （１）『船員のメンタルヘルス確保とハラスメント対策』 

船員災害防止協会 

（２）『海難防止に関する講義』 

宮城海上保安部 石巻海上保安署 

 

４．主催 船員災害防止協会東北支部石巻地区支部、東北運輸局石巻海事事務所 

 

５．参加 石巻海事事務所管内の船舶所有者及びその所属船員 

 

 

【問い合わせ先】  

東北運輸局 石巻海事事務所 

運航労務監理官  菅野 

ＴＥＬ ０２２５－９５－１２２８   

 

《発表記者会：石巻記者クラブ》 

令和５年７月１２日 

船員労働安全衛生講習会を開催します 

国 土 交 通 省   

石巻海事事務所   

 

東北運輸局 石巻海事事務所 プレスリリース 

 


